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1――中国版 iDeCo、先行導入１年の成果は？ 

 

中国では近年、自身で老後の生活を支えるための制度が積極的に導入され、老後保障のための金融

商品の開発、販売が進んでいる。その中でも注目されているのが、個人養老金制度である。 

個人養老金制度は個人型確定拠出年金で私的年金制度の１つである。掛け金は加入者個人が拠出し、

運用額の上限は年間 12,000元（約 24万円）で、自身で運用することで老後の生活に備える制度とな

っている。掛金拠出時、運用段階での収益には課税されず、給付時に課税され（EET型）、さながら中

国版 iDeCo の様相を呈している。2022 年 11 月、北京市、上海市など大規模・中規模都市を中心に３

６都市1で先行して導入されることが発表されたが、１年ほど経過した現在ではどのような状況にある

のであろうか。 

 

制度を管轄する人力資源社会保障部は、2023 年６月時点で全国 36 の先行導入都市で 4,030 万人が

運用口座を開設したとした。加えて、2022年末時点では 1,954万人2であったことから、その後５カ月

で口座開設数はおよそ２倍に増加したと胸を張った。例えば、老後保障の１つである企業年金は 2004

年の本格導入から 18 年を経て、加入者が 3,010 万人（2022 年）に達した。これは、都市の会社員を

対象とした公的年金制度の加入者の１割ほどに相当する3。その点からも個人養老金制度の普及スピー

ドは速く感じられる。 

 
1 先行導入都市は、北京市、天津市、石家庄市、維安新区、普城市、呼和浩特市、瀋陽市、大連市、長春市、福建省、南昌市、青島

市、哈爾濱市、上海市、蘇州市、杭州市、寧波市、合肥市、東営市、鄭州市、武漢市、長沙市、広州市、深圳市、南寧市、海口市、重

慶市、成都市、貴陽市、玉渓市、拉薩市、西安市、慶陽市、西寧市、銀川市、烏魯木斉市である。所得が比較的高い地域を中心として

いる。出典は人力資源社会保障部、財政部、国家税務総局「関于公布個人養老金先行城市（地区）通知」。 
2 人力資源社会保障部「人力資源社会保障部挙行 2022 年四季度新聞発布会」、2023 年１月 18 日、

https://wx.china.com.cn/scene/content/article/live/12626、2024 年２月 7 日取得。 
3人力資源社会保障部「完善養老保険体系 提高養老保障水平―訪中国社会保障学会副会長、浙江大学国家制度研究院副院長金

維剛」、2023 年６月７日、

https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/rsxw/202306/t20230607_501147.html 

2024 年２月６日取得。 
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2――運用口座の開設は急増も、肝心の掛金の拠出や運用は伸び悩みの模様。 

 

 運用口座の開設数の急増は１つの成果であろうが、実際の運用は進んでいるのであろうか。 

 上掲のとおり 2022 年末時点では口座開設者 1,954 万人に対して、掛金を実際納付した人は 613 万

人にとどまり、その総額も 142億元であった。掛金を納付した人は口座を開設した人の 3割程度にと

どまり、１人あたりの平均掛金額も 2,317元（約 46,000円）ほどにとどまっている。これは年間の上

限である 12,000元（約 24万円）に遠く及ばない金額である。2023年６月時点の状況については、口

座開設者が 4,030万人まで増加しているが、その掛金の総額は 182億元と伸び悩んでいる（掛金納付

人数の公表はなし）。2023年６月以降（９月、12月）の口座の開設状況や掛金の納付人数、掛金の総

額などについては人力資源社会保障部からも発表がされていない4。 

 麦肯錫（McKinsey&Company）による中国年金調査研究報告5では、老後保障に対する意識や個人養老

金制度について調査をしている。それによると、個人養老金制度について、調査対象者のうちおよそ

78％が「理解している」と回答しているものの、「理解している」から「口座開設」への転換率は 45％、

更に、「口座開設」から「運用商品購入」までの転換率は 23％まで減少すると分析している（図表１）。

個人養老金制度の認知度は高い（全体の 78％）ものの、掛金を納付し、運用商品を購入、実際運用す

るまで至っているのは全体のわずか 8％にすぎない6。麦肯錫（McKinsey&Company）はその主な理由と

して、多くが老後の生活レベルを心配しながらも、明確な計画をしておらず、老後の生活資金を準備

していない点を挙げている（図表２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 2023 年６月、12 月に実施された人力資源社会保障部のプレス発表では、「個人養老金制度は順調に実施されている」などの表現にと

どまっている。 
5 麦肯錫中国年金調査研究報告「拥抱老齢化時代：保険機構参与中国養老保障的整合式探索」、2023 年８月、 

https://www.mckinsey.com.cn/wpcontent/uploads/2023/08/%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E4%B

8%AD%E5%9B%BD%E5%85%BB%E8%80%81%E9%87%91%E8%B0%83%E7%A0%94%E6%8A%A5%E5%

91%8A_VF.pdf、2024 年２月 7 日取得。 
6 運用口座に一旦掛金を納付したものの運用商品の選択をせずそのままの状態の場合でも預金扱いとなり、口座を管理する銀行と口座開

設者が約定した預金利率で利息が計算される（個人養老金実施弁法第 38 条）。 

図表１ 個人養老金制度の認知度 

（出所）麦肯錫中国年金調査研究報告「拥抱老齢化時代：保険機構参与中国養老保障的整合式探索」より作成。 

図表２ 老後の生活資金の準備に対する考え方 

（複数回答・最多３つまで） 

認知度 78.0％ 

https://www.mckinsey.com.cn/wpcontent/uploads/2023/08/%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%BB%E8%80%81%E9%87%91%E8%B0%83%E7%A0%94%E6%8A%A5%E5%91%8A_VF.pdf
https://www.mckinsey.com.cn/wpcontent/uploads/2023/08/%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%BB%E8%80%81%E9%87%91%E8%B0%83%E7%A0%94%E6%8A%A5%E5%91%8A_VF.pdf
https://www.mckinsey.com.cn/wpcontent/uploads/2023/08/%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%BB%E8%80%81%E9%87%91%E8%B0%83%E7%A0%94%E6%8A%A5%E5%91%8A_VF.pdf
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では、制度の認知度は高いのに、運用口座の開設から運用商品の購入までの転換率が低いのはなぜ

であろうか。その理由として１つとして指摘されているのが、運用口座の開設を強力に後押しする銀

行間のキャンペーン合戦である7。多くの銀行では運用口座の開設を促すため様々な特典を準備してお

り、それほど明確な運用意向がなくても開設だけはするといった現象が発生している。また、運用商

品についても昨今の金融市場の不況から、収益性が期待される金融商品ではなく、元本割れのない預

金など貯蓄性商品を選択する傾向が強いことも影響していると考えられる。 

 

3――先行導入１年、浮かび上がる課題や議論の焦点は？ 

 

一方、先行導入から１年が経過し、それによって見えてきた課題や議論すべき話題にはどのような

ものがあるのであろうか。 

まず、20 年、30 年といった長期にわたる運用8、また、年金支給開始年齢まで運用口座から資金を

引き出すことができないなど9の制度的な制限にユーザー側が慣れてない点である。老後の生活に備え

るためと考えれば長期の運用や引き出しの制限は理解できる。しかし、中国のこれまでの金融市場で

は短期の商品の運用に人気が集まる傾向にあり、引き出しができない状況下での長期運用の浸透には

一定の時間が必要と考えられる。 

また、運用口座の資金の引き出し制限については、中国が抱える社会や経済状況についても考慮す

べきといった議論もある。例えば、高額な治療費が必要な疾病への罹患や、家計の状況に大きな変化

があった場合については引き出しを可能とするものである。長期的な資金繰りを考えると、運用口座

からの引き出しの制限が「口座は開設するが、運用商品の積極的な購入には及び腰」といった状況を

引き寄せてしまっている。 

加えて、加入要件の緩和についても指摘されている。個人養老金制度への加入には公的年金制度の

加入を要件としている。中国の多くの非正規雇用者は公的年金制度に加入していないまたは加入して

いたとしても年金保険料を支払えていないケースが多い。非正規雇用者は雇用形態がそもそも不安定

で、将来の老後の生活の見通しは立ちにくい。個人養老金制度は少額からの投資、長期の運用を可能

としつつも、この公的年金制度への加入要件があるために、最も必要とされる非正規労働者の加入が

難しいというパラドキシカルな状況にある10。その点においては、公的年金制度の加入という要件につ

いて、再検討の声が上がっている。 

一方、運用商品の選択については全体として定期預金など貯蓄性商品に偏る傾向があり、昨今の金

融市場の状況からボラティリティの高い運用商品を避ける傾向にある点が指摘されている。2024年 1

月時点で、個人年金制度関連の運用商品数は合計 753 商品で、そのうち、貯蓄性商品が 465、ファン

 
7 割引クーポンの配布、現金配布、くじ引きなど Wechat などを通じてユーザーに広く宣伝されている。 
8 中国の就労開始年齢は 16 歳で、現行の法定退職年齢（年金受給開始年齢）が男性 60 歳、女性 50 歳（一般職）または 55 歳

（幹部職）である。男性の場合は最長 44 年間、女性の場合は最長 39 年間の加入が可能となる。 
9 その他の引き出しの要件としては、傷病などによって労働能力が喪失された場合（障がい給付金）、海外へ定住する場合、国の定めたそ

の他の状況となっている。 
10 2018 年から導入されていた個人所得税の繰延式年金保険商品については、2023 年に個人養老金制度に組み込まれている。 
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ドが 162、保険商品が 107、銀行の理財商品が 19 となっている11。商品数としても貯蓄性商品が大半

を占め、商品の類似性が高い点も指摘されている。ただし、加入者が選択できる商品は運用口座を開

設した銀行が提携している金融機関による個人養老金向けの商品のみであり、商品の選択が狭められ

ている点も課題として挙げられている。こういった点から、個人養老金制度に関して総合的な情報提

供や手続きが可能なプラットフォームの必要性が検討されている。機能としては運用口座残高の確認、

運用商品の検索や購入、税優遇などの計算機能、投資に関するコンサルなどである。 

更に、税制についても、現行の EET型のみならず、掛金拠出時に課税して運用時、給付時には課税

されない TEE 型の導入についても俎上に上がっている。EET 型と TEE 型を併存させ、選択制にするこ

とで、特に中間所得層以下の需要を掘り起こそうとするものである。中国では個人所得税の課税対象

は月収が 5,000元以上となっているが、多くの中間層以下の所得層は課税対象から除外されている。 

 

このように、先行導入から１年が経過し、中国の金融市場の現況や特性やユーザーの投資傾向、ま

たは経済や社会の状況から今後検討・議論すべき課題が浮かび上がっている。少子高齢化が急速に進

む現在にあっては、若年層を中心に中長期的な老後保障商品の需要は高まっている。今後、老後保障

に向けた１つの柱となるよう更なる制度改革が必要となる。 

 

 

 
11 中国銀行保険報「面世一年、現“三高”“三低”個人養老金如何増強吸引力」、2024 年１月 9 日、 

http://www.cbimc.cn/content/2024-01/09/content_505096.html、2024 年２月８日取得。 

http://www.cbimc.cn/content/2024-01/09/content_505096.html

